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財
産
罪
に
お
け
る
背
任
罪
の
位
置
づ
け

筑

間

正

泰

一
は
じ
め
に

こ
財
産
罪
の
体
系
の
検
討

三
私
見

四
お
わ
り
に

tま

じ

め

tこ

横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
関
係
・
区
別
は
、
刑
法
各
論
解
釈
論
上
の
難
問
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
は
、
す
で
に

そ
の
歴
史
は
古
く
、
古
典
的
な
論
争
問
題
に
属
す
る
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
等
に
つ
い
て
の

業
績
は
多
く
集
積
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
く
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
背
任
罪
の
財
産
罪
に
お
け
る
体

系
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
宙
に
浮
い
た
ま
ま
の
状
態
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
遠
因
と
な
っ
て
、
両
罪
の
関
係
・
区
別
の

理
解
が
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
多
数
の
学
説
は
、
財
産
罪
は
ま
ず
客
体
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る

も
の
と
し
て
、
財
産
罪
を
財
物
罪
と
利
益
罪
と
に
区
別
し
、
横
領
罪
と
背
任
罪
は
と
も
に
背
信
的
財
産
罪
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
前
者
は

{4
) 

財
物
罪
で
あ
り
、
後
者
は
利
益
罪
で
あ
る
と
し
て
、
両
罪
の
関
係
・
区
別
は
財
産
罪
の
体
系
上
の
区
別
に
そ
う
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
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の
立
場
か
ら
は
．
質
権
者
が
質
物
と
し
て
受
け
取
っ
た
物
件
を
質
権
者
の
委
託
を
受
け
て
保
管
中
の
者
が
こ
れ
を
質
物
所
有
者
に
交152 

付
し
た
場
合
に
、
質
権
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
た
大
判
明
治
四
四
年
一

O
月
一
三
日
刑
録
一
七
輯
一
七
一
一
一
良

等
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
種
の
事
案
に
つ
い
て
は
横
領
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
同

じ
立
場
に
立
た
れ
る
柏
木
千
秋
教
授
は
「
か
く
し
て
横
領
罪
は
財
物
罪
、
背
任
罪
は
利
益
罪
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
誤
ま
り
で
は
な

て
も
、

い
が
、
同
時
に
ま
た
、
必
ず
し
も
正
確
で
も
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
判
例
の
見
解
は
、
理
論
的
に
は
十
分
に
洗
錬
さ
れ
て
い
な
い
に
し

よ
く
構
成
要
件
的
特
徴
を
把
え
、
正
し
い
直
観
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ

分
類
を
試
み
ら
れ
る
内
田
文
昭
教
授
も
「
も
ち
ろ
ん
、
右
の
よ
う
な
分
類
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
背
任
罪
は
、
結
局
、
分
類

し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
こ
に
、
背
任
罪
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
る
と
も
い
え
る
）
。し
た
が
っ
て
、
『
任
務
違
背
』

か
、
『
暴
行
』

『
脅
迫
』
か
、
『
欺
間
』
か
と
い
っ
た
、
行
為
態
様
に
よ
る
分
類
の
必
要
性
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
L
、
こ

の
よ
う
な
分
類
は
、
現
行
法
の
建
前
で
は
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
詐
欺
罪
な
ど
の
沿
革
に
つ
き
眺
め
た
と
こ
ろ
か

ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
財
産
犯
の
完
全
な
分
類

は
可
能
か
、
可
能
だ
と
し
て
、
そ
れ
に
ど
れ
だ
け
の
実
益
が
あ
る
か
、
と
い
っ
た
疑
問
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
今
は
右
の
分

(7
) 

類
を
も
っ
て
一
応
満
足
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
財
産
罪
を
ま
ず
領
得
罪
と
段
棄

(8
) 

罪
と
に
二
分
し
て
、
留
保
づ
き
な
が
ら
背
任
罪
を
領
得
罪
に
含
め
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
も
必
ず
し
も
妥

当
で
な
い
こ
と
は
後
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
を
考
え
る
場
合
、
両
罪
の
本
質
い
か
ん
と
か
、
財
産
罪
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
個
々
的
に
検
討

し
て
そ
れ
を
積
み
上
げ
て
行
く
こ
と
も
有
意
義
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な
こ
と
と
考
え
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
状
況
に
か
ん
が
み
、

横
領
罪
と
背
任
罪
の
関
係
・
区
別
を
考
察
す
る
う
え
で
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
財
産
罪
に
お
け
る
背
任
罪
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と
を



狙
い
と
し
つ
つ
、
次
章
で
財
産
罪
の
体
系
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

（1
）
中
山
研
一
・
「
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
O
O
号
三
二
四
頁
。

（2
）
昭
和
田
八
年
ご
ろ
ま
で
の
文
献
は
、
（
内
藤
）
注
釈
刑
法
制
二
六
五
頁
、
補
巻
ω
二
六
O
頁
、
同
ω
二
O
一
頁
以
下
。
そ
の
後
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
米
田
泰
邦
・

「
横
領
と
背
任
」
現
代
刑
法
講
座
四
巻
一
一
一
一
一
一
五
頁
註

ω
参
照
。
最
近
の
も
の
と
し
て
、
林
幹
人
・
「
横
領
と
背
任
」
上
智
法
学
論
集
二
四
巻
三
号
、
水
上
寛
治
・
「
横
領

罪
と
背
任
罪
と
の
区
別
」
研
修
四
O
一
号
、
米
国
泰
邦
・
前
掲
論
文
、
中
山
研
一
・
「
横
領
と
背
任
」
西
原
春
夫
外
編
判
例
刑
法
研
究

6

個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪E

（
財
産
犯
）
等
。

（3
）
私
見
と
視
点
が
異
な
る
が
、
芝
原
邦
爾
・
「
財
産
犯
罪
の
体
系
と
背
任
罪
の
理
解
」
刑
法
と
科
学
（
法
律
編
）
植
松
博
士
還
暦
祝
賀
五
七
九
頁
以
下
参
照
。

（4
）
木
村
亀
二
・
刑
法
各
論
九
九
頁
、
一
五
O
頁
、
同
・
「
背
任
罪
の
基
本
問
題
」
法
学
ギ
山
林
三
七
巻
八
号
一

O
頁
、
熊
倉
武
・
日
本
刑
法
各
論
上
巻
三
六
四
頁
、
四

六
五
頁
、
斎
藤
金
作
・
刑
法
各
論
（
全
訂
版
）
二
五
六
頁
、
三
一
二
頁
、
三
一
五
頁
、
宮
内
裕
・
新
訂
刑
法
各
論
講
義
一
一

O
頁
、
一
六
六
頁
等
。

（5
）
木
村
亀
二
・
前
掲
各
論
一
五
一
頁
等
。

（6
）
柏
木
千
秋
・
刑
法
多
論
五
O
七
頁
。

（7
）
内
田
文
昭
・
刑
法
各
論
上
巻
二
四
六
頁
＠

（8
）
平
野
龍
一
・
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題7
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二O
九
号
五
O
頁
、
同
・
刑
法
概
説
一
九
九
頁
、
中
山
研
一
・
口
述
刑
法
各
論
第
二
版
二
ハ
一
頁
以
下
、

平
出
禾
・
刑
法
各
論
一
五
六
頁
等
。

（9
）
平
野
龍
一
・
前
掲
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
O
九
号
五
O
頁
は
「
い
わ
ゆ
る
財
産
犯
の
『
体
系
』
を
考
え
る
試
み
は
、
す
で
に
ド
イ
ツ
で
も
わ
が
国
で
も
、
か
な
り
な
さ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
体
系
は
、
論
理
的
に
完
結
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
財
産
犯
も
、
結
局
は
断
片
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
．
し
か
し
、
一

応
、
体
系
的
に
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
に
処
罰
の
穴
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
ど
ち
ら
の
罪
で
処
罰
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
、
が
明
ら
か
に
な
る
で

あ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。

財
産
罪
の
体
系
の
検
討

財
産
罪
、
す
な
わ
ち
財
産
に
対
す
る
罪
は
、
財
産
侵
害
行
為
の
禁
圧
を
通
じ
て
財
産
の
仇
記
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
刑
法
典

に
は
種
々
の
態
様
の
財
産
罪
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
分
類
を
ど
う
す
る
か
が
本
章
の
課
題
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て153 

は
種
々
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
代
表
的
な
見
解
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



財
産
罪
は
、
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
別
す
る
と
次
の
四
つ
に
な
る
。
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付

財
産
罪
は
、
基
本
的
に
客
体
を
基
準
に
し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
ま
ず
財
物
罪
と
利
益
罪
と
に
分
け
た
の
ち
、
さ

ら
に
種
々
の
観
点
か
ら
財
産
罪
が
細
分
さ
れ
る
と
す
る
も
の

亡コ

財
産
罪
は
、
基
本
的
に
行
為
の
態
様
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
ま
ず
領
得
罪
と
段
棄
罪
と
に
分
け
た
の
ち
、

さ
ら
に
種
々
の
観
点
か
ら
財
産
罪
が
細
分
さ
れ
る
と
す
る
も
の

H
W
 

財
産
罪
は
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
に
基
本
的
に
分
け
ら
れ
、
後
者
は
さ
ら
に
、ω

財
産
致
損

罪
と
財
産
取
得
罪
（
不
法
領
得
の
意
思
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も
の
は
、
財
産
領
得
罪
と
す
る
）
、
例

(4
) 

と
す
る
も
の

財
物
罪
と
利
得
罪
等
に
分
け
ら
れ
る

ω 

財
産
犯
の
犯
罪
学
的
、
社
会
学
的
要
因
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、
困
窮
的
財
産
犯
、
知
能
的
財
産
犯
、
日
常
的
財
産
犯
、
公
共
危

険
的
財
産
犯
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
も
の

こ
の
う
ち
、
倒
の
分
類
を
と
ら
れ
る
西
原
春
夫
教
授
の
見
解
は
画
期
的
か
つ
意
欲
的
な
提
案
で
あ
り
、
こ
れ
は
刑
法
各
論
の
体
系
を

全
面
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
類
は
刑
法
典
に
定
め
ら
れ
た
財
産
罪
の
体
系
的
分
類
を
試
み

る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
区
別
い
か
ん
を
目
ざ
す
基
礎
作
業
と
し
て
財
産
罪
に
お
け
る
背
任
罪
の
体

系
的
位
置
づ
け
を
目
的
す
る
本
稿
の
趣
旨
に
そ
わ
な
い
の
で
、
制
の
分
類
の
検
討
は
割
愛
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
の
分
類
を
と

ら
れ
る
西
原
教
授
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
は
客
体
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ハ
円
、O
、
日
開
の
見
解
を
と
る
論
者
に
あ
っ
て
も
そ
の
細
部
に
お
い
て
は
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
で
そ
れ
ら
に
つ
い

て
も
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
本
稿
の
直
接
の
目
的
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
代
表
的
な
も

の
を
取
り
上
げ
、
主
と
し
て
財
産
罪
に
お
け
る
背
任
罪
の
体
系
的
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
諸
説
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。



付

ま
ず
、
財
産
罪
は
基
本
的
に
客
体
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
も
の
と
し
て
、
滝
川
幸
辰
博
士
の
見
解
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。
も
っ
と
も
、
滝
川
博
士
は
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
を
客
体
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
権
限
を
濫
用
し
た

か
否
か
で
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
こ
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
の
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
滝
川
博

士
は
財
産
罪
の
体
系
を
図
表
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
体
系
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
滝
川
博
士
の
見
解
を
取
り

上
げ
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
。

滝
川
博
士
は
、
財
産
罪
を
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
付
。

財産罪における背任罪の位置づけ（鏑澗）

『
奪
取
罪
（
窃
盗
罪
、
強
盗
罪
、
横
領
罪
、
駐
物
罪
）

『
領
得
罪
｛

「
財
物
罪
～
｛
編
取
罪
（
詐
欺
罪
、
恐
喝
罪
）

財
産
罪
←
戸
殻
棄
罪j
i

－
－
：
：
（
投
棄
隠
匿
罪
）

一
「
利
得
罪
：
・

j
i

－
－
・
（
強
盗
、
詐
欺
、
恐
喝
の
方
法
に
よ
る
も
の
）

戸
利
益
罪
｛3戸

背
任
罪j
i

－
－
：
：
（
利
益
的
と
襲
棄
的
と
を
含
む
）

こ
の
分
類
に
は
、
ま
ず
横
領
罪
お
よ
び
駐
物
罪
を
奪
取
罪
と
す
る
点
で
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
点
を
是
正
し
た
平
場
安
治

H

森
下

忠
教
授
の
見
解
が
あ
る
。
そ
の
体
系
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

「
奪
取
罪
（
窃
盗
・
強
盗
・
詐
歎
・
恐
喝
罪
）

『
あ
ら
た
に
領
得
す
る
罪
｛

、
領
得
罪
一
戸
横
領
罪

「
財
物
罪
←
戸
領
得
を
継
受
す
る
罪
（
畦
物
罪
）

財
産
罪
←

F

鼓
棄
罪
－
－
j
i

－
－
：
・
：
：
（
段
棄
・
隠
匿
罪
）

一
「
利
得
罪
：
・

j
i

－
－
：
：
・
：
（
強
盗
・
詐
欺
・
恐
喝
の
方
法
に
よ
る
も
の
）

戸
利
益
罪
｛
：

戸
背
任
罪
：
・
：
－

j
i

－
－
：
：
（
利
益
的
と
畏
棄
的
と
を
含
む
）
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い
ず
れ
に
よ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
問
題
点
は
、
段
棄
的
背
任
の
点
は
さ
て
お
き
、
背
任
罪
を
利
益
罪
に
含
め
る
点
に
あ



る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
二
四
七
条
は
、
背
任
罪
の
構
成
要
件
を
「
他
人
ノ
為
メ
其
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
者
自
己
若
ク
ハ
第
三
者
ノ
利
益
ヲ
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図
リ
又
ハ
本
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル
目
的
ヲ
以
テ
其
任
務
ニ
背
キ
タ
ル
行
為
ヲ
為
シ
本
人
ニ
財
産
上
ノ
損
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
ハ
：
：
：
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
一
定
の
目
的
を
も
っ
て
す
る
任
務
違
背
行
為
に
よ
っ
て
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
る
と
の
趣
旨
は
、
段
棄

的
な
場
合
を
も
含
め
て
財
物
を
不
法
に
処
分
し
、
ま
た
は
得
ベ
か
り
し
財
産
的
利
益
を
得
さ
せ
ず
、
あ
る
い
は
債
務
負
担
行
為
の
よ
う

に
受
く
べ
か
ら
ざ
り
し
財
産
的
不
利
益
を
与
え
る
等
の
任
務
違
背
行
為
に
よ
っ
て
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
背
任
罪
に
は
財
物
を
不
法
に
処
分
し
た
場
合
が
含
ま
れ
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
罪
が
基
本
的
に
財
物
罪
と

利
益
罪
と
に
区
分
さ
れ
る
と
す
る
見
解
に
よ
る
と
、
財
物
の
不
法
処
分
が
背
任
罪
か
ら
排
斥
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
し
か
も
こ
の
見
解
を
押
し
進
め
る
と
背
任
罪
が
横
領
罪
の
二
項
犯
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
で
、
こ
の
見
解
は
妥
当
で
な
い
と
思

う
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
横
領
罪
は
財
物
を
横
ど
り
す
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
横
領
は
本
人
の
意
思
に
反
し
て
財
物
を
不

法
に
処
分
す
る
場
合
で
あ
る
の
に
対
し
、
背
任
罪
は
、
詐
欺
罪
と
恐
喝
罪
と
の
聞
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
本
人
の
意
思
に
基
づ
い
て
い
る
が
真
意
に
反
す
る
（
た
と
え
ば
）
財
物
の
処
分
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
任
務
違
背
に
は
本
人
の
意
思
に
反
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
任
務
を
逸
脱
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
の
で
、
横
領
罪
と
背
任
罪

と
の
関
係
は
い
わ
ば
二
つ
の
交
差
す
る
円
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
が
問
題
と
な
る
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
両
者
の
重
な
る
部
分
を
ど
う
処
理
す
る
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
横
領
罪
と
背
任
罪
と
が
重

な
ら
な
い
背
任
の
部
分
に
は
財
物
を
不
法
に
処
分
し
た
場
合
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
財
産
罪
が
基
本
的

に
財
物
罪
と
利
益
罪
と
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
、
背
任
罪
は
利
益
罪
に
な
る
と
す
る
見
解
は
妥
当
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
前

述
し
た
よ
う
に
横
領
罪
と
背
任
罪
と
の
関
係
は
い
わ
ば
こ
つ
の
交
差
す
る
円
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
か
ら
、
任
務
を
逸
脱
し
て
財
産
上

の
利
益
を
得
さ
せ
な
か
っ
た
場
合
の
背
任
罪
に
限
っ
て
横
領
罪
の
二
項
犯
罪
と
な
る
が
、
背
任
罪
が
全
面
的
に
横
領
罪
の
二
項
犯
罪
に



な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
財
産
罪
は
財
物
罪
と
利
益
罪
と
に
基
本
的
に
区
分
さ
れ
る
と
さ
れ
る
内
田
文
昭
教
授
が
、

「
背
任
罪
は
、
結
局
、
分
類
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
＋
お
」
と
さ
れ
、
柏
木
千
秋
教
授
が
、
「
か
く
し
て
横
領
罪
は
財
物
罪
、
背
任
罪
は

利
益
罪
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
誤
ま
り
で
は
な
い
が
、
同
時
に
ま
た
、
必
ず
し
も
正
確
で
も
な
い
」
と
さ
れ
た
こ
と
、
前
述
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

tミ

次
に
、
財
産
罪
は
基
本
的
に
は
領
得
罪
と
段
棄
罪
と
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
平
野
龍
一
博
士
の
見
解
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

「
窃
盗

「
意
思
に
反
す
る
｛

一
戸
強
盗
（
二
項
も
含
む
）

「
占
有
移
転
・
：
：
：
｛

一
一
「
詐
欺
（
二
項
も
含
む
）

」
戸
寝
庇
あ
る
意
思
｛

「
直
接
一
，
－
恐
喝
（
二
項
も
含
む
）

「
領
得
罪
斗
戸
占
有
不
移
転
・
：
j
i

－
－
－
横
領
・
背
任

財
産
罪
｛

F
間
接
：
：
・ji
－
－
：
j
i

－
－
：
：
：
・
旺
物

戸
段
棄
罪
：ji

－
－j
i

－
－
：
：
：
j
i

－
－
：
：
・
鼓
棄
・
背
任

こ
の
見
解
は
、
ま
ず
二
項
犯
罪
（
刑
法
二
四
八
条
が
あ
る
の
で
二
項
犯
罪
と
い
う
表
現
よ
り
は
む
し
ろ
利
得
罪
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
以
下
で

は
便
宜
上
、
二
項
犯
罪
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
く
）
に
つ
い
て
も
占
有
の
移
転
を
伴
う
罪
と
さ
れ
る
点
で
妥
当
で
な
い
と
思
う
。
確
か
に
、

二
項
強
盗
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
も
の
の
、
二
項
犯
罪
は
財
産
的
処
分
行
為
に
よ
っ
て
財
産
上
の
利
益
を
得
又
は
他
人
を
し
て
こ
れ

を
得
さ
せ
る
罪
で
あ
る
の
で
、
広
義
に
占
有
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
（
民
法
第
二
編
物
権
第
二
童
占
有
権
に
い
う
占
有
参
照
）
、
二
項
犯
罪
も

し
か
し
、
刑
法
は
、
占
有
を
物
の
所
持
に
対
し
て
の
み
使
っ
て
い
る
（
刑
法
二
四
二
条
、

占
有
の
移
転
を
伴
う
罪
と
い
え
な
く
は
な
い
。
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二
五
二
条
、
二
五
三
条
、
二
五
四
条
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
二
項
犯
罪
を
も
占
有
移
転
を
伴
う
罪
に
含
め
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
い
わ



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、
背
任
罪
の
独
自
的
性
格
を
強
調
す
る
に
せ
よ
、
財
産
罪
を
領
得
罪
と
致
棄
罪
と
に
基
本
的
に
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分
類
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
背
任
罪
に
は
領
得
的
な
も
の
と
殻
棄
的
な
も
の
と
が
あ
る
と
し
て
、
背
任
罪
は
領
得
罪
と
致
棄
罪

の
双
方
に
ま
た
が
る
と
す
る
の
は
、
分
類
と
し
て
妥
当
で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
平
野
博
士
は
、
二
重
抵
当
が
背

任
罪
に
な
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
的
を
射
た
批
判
に
は
な
ら
な
い
が
、
二
重
抵
当
が
背
任
罪
に
な
る
（
最
二
判
昭
和
三
一
年
一

二
月
七
日
刑
集
一
O
巻
二
一
号
一
五
九
二
頁
）
と
す
る
場
合
に
は
、
二
重
抵
当
は
段
棄
・
領
得
以
外
の
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た

電
話
加
入
権
の
二
重
譲
渡
（
大
判
昭
和
七
年
一O
月
三
一
日
刑
集
二
巻
下
一
五
四
一
頁
）
も
段
棄
・
領
得
以
外
の
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
、
財
産
罪
の
分
類
と
し
て
領
得
罪
と
殻
棄
罪
以
外
の
財
産
罪
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
行
為
の
態

様
に
よ
っ
て
財
産
罪
を
領
得
罪
と
段
棄
罪
と
に
基
本
的
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
に
は
し
た
が
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
平

野
博
士
は
、
直
接
領
得
罪
の
占
有
不
移
転
罪
と
し
て
横
領
罪
の
ほ
か
に
背
任
罪
が
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
財
物
を
不

法
に
処
分
し
た
場
合
に
横
領
罪
に
な
る
の
か
背
任
罪
に
な
る
の
か
の
区
別
に
あ
た
っ
て
、
領
得
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
横
領
罪
に
な

（
お
）

り
、
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
背
任
罪
に
な
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
領
得
罪
で
な
い
背
任
罪
が
領
得
罪
に
含
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
こ
の
見
解
は
妥
当
で
な
い
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
財
産
罪
は
領
得
罪
と
段
棄
罪
と
に
基
本
的
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る

見
解
も
妥
当
と
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

同
開
そ
こ
で
残
る
の
は
、
財
産
罪
は
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ

れ
は
大
別
す
る
と
次
の
二
つ
に
な
る
。

個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
も
の
は
財
物
罪
の
み
で
あ
り
、
二
項
犯
罪
と
並
ん
で
背
任
罪
は
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属

す
る
と
す
る
も
の

) -
EB-- 

( 
(2) 

個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
も
の
は
、
財
物
罪
の
ほ
か
二
項
犯
罪
が
あ
り
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
も
の
に



<U
>

は
、
背
任
罪
の
ほ
か
に
二
項
犯
罪
も
含
ま
れ
る
と
す
る
も
の

ω
の
主
張
者
と
し
て
、
青
柳
文
雄
教
授
は
、
刑
法
通
論E
各
論
四
三
七
頁
の
総
説
「
第
一
項

財
物
、
利
得
」
と
い
う
箇
所
で
、
「
こ

れ
ら
の
財
産
罪
は
い
ろ
い
ろ
な
区
分
の
仕
方
が
あ
る
が
、
本
項
の
財
物
と
利
得
と
い
う
の
は
財
物
罪
と
利
得
罪
と
い
う
区
分
に
対
応
す

る
も
の
で
、
ま
た
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
財
物
罪
の
場
合
に
は
財
物
の
移
転
が
一
方

の
利
益
で
あ
れ
ば
当
然
他
方
の
損
失
に
な
る
関
係
が
あ
る
が
、
利
得
の
場
合
に
は
一
方
の
利
益
が
必
ず
し
も
他
方
の
損
失
に
な
る
と
い

う
関
係
に
は
な
い
か
ら
利
得
罪
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
他
方
の
損
失
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
刑
法
二
三
五
条
、
二
三
五
条
ノ

二
、
二
三
六
条
一
項
、
二
四
六
条
一
項
、
二
四
九
条
一
項
、
二
五
二
条
は
財
物
罪
で
あ
り
、
二
三
六
条
二
項
、
二
四
七
条
前
段
、
二
四

九
条
二
項
は
利
得
罪
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
こ
の
見
解
の
根
拠
と
し
て
、
同
著
四
五
四
頁
に
お
い
て
、
「
財
物
の
交
付
の
場
合
に
そ
の
交

付
自
体
以
外
に
損
害
の
発
生
を
要
求
し
な
い
の
は
、
抽
象
的
に
い
え
ば
物
権
は
債
権
よ
り
も
経
済
的
価
値
が
高
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
た

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

と
え
債
務
が
対
等
額
だ
け
消
滅
し
て
も
財
物
の
喪
失
に
価
値
と
し
て
均
り
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
同
著
四
五
五
頁

に
お
い
て
「
領
得
、
損
壊
」
を
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
見
解
は
、
駐
物
罪
、
殻
棄
隠
匿
罪
を
財
物
罪
に
含
ま
し
め
て
い
な
い
点
お
よ
び
背
任
罪
の
後
段
の
位
置
づ
け
を
ど
う
す
る
の
か

と
い
う
点
で
疑
義
が
あ
る
。

し
か
し
、
財
産
罪
を
財
物
罪
と
利
得
罪
と
に
区
分
し
、
前
者
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
、
後
者
は
全
体
財

産
に
対
す
る
罪
と
も
い
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
て
、
財
産
罪
に
お
け
る
財
産
上
の
損
害
を
何
に
つ
い
て
考
え
る
の
か
を
明
確
に
指
摘

し
て
い
る
点
で
こ
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
。
確
か
に
、
財
物
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、

一
定
の
財
物
を
侵
害
す
る
罪
で
あ
る
こ
と
が
法

文
上
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
財
物
の
喪
失
即
財
産
的
損
害
、
す
な
わ
ち
一
定
の
財
物
に
対
す
る
使
用
・
収
益
・
処
分
の
機
会
を
失
わ

せ
る
と
い
う
意
味
で
、
財
産
的
損
害
は
個
々
の
財
物
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
物
罪
は
個
別
財
産
に
対
す
る

159 

罪
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
問
題
は
、
利
得
罪
が
い
か
な
る
意
味
で
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ



る
。
こ
の
点
に
関
す
る
青
柳
教
授
の
理
由
づ
け
に
関
し
て
、
中
森
喜
彦
教
授
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
寄
せ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
法
律
は
、
財
物
罪
と
利
益
罪
と
を
単
純
に
並
置
し
て
お
り
、
規
定
の
形
式
は
同
一
で
あ
る
（
註
と
し
て
、
平
野
『
刑
法
各
論
の
諸
問
題
7

』
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法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
七
三
年
四
月
号
五
二
頁
は
、
『
財
物
罪
と
利
益
罪
と
の
聞
の
差
異
は
、
：
：
：
個
別
か
全
体
か
と
い
う
性
質
的
な
ち
が
い
ま
で
含
む
も

の
で
は
な
い
』
を
引
用
し
て
い
る
）
。ま
た
、
財
産
犯
が
財
物
も
し
く
は
物
権
の
保
護
を
中
心
に
し
て
来
た
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
に
は
正

し
い
と
し
て
も
、
と
く
に
詐
欺
罪
は
、
商
業
取
引
の
発
展
に
伴
い
比
較
的
新
し
く
確
立
さ
れ
た
犯
罪
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
財
物
と

財
産
上
の
利
益
と
で
保
護
の
程
度
に
差
を
設
け
る
の
は
、
そ
の
根
拠
に
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
私
に
は
、
青

柳
教
授
が
、
物
権
と
債
権
と
の
現
実
的
な
機
能
に
着
眼
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
森
教
授
は
、
物
権
と
債
権
の
法
的
な
機
能
に
着
眼

さ
れ
て
い
る
点
で
、
議
論
の
す
れ
ち
が
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
財
物
罪
と
利
益
罪
と
を
法
律
が
単
純
に
並
置
し
て
お

り
、
規
定
の
形
式
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
財
物
罪
と
利
益
罪
（
利
得
罪
）
と
が
同
列
に
お
か
れ
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
利
得
罪
の
規
定
の
形
式
を
み
る
と
、
確
か
に
財
産
上
の
利
益
が
取
得
さ
れ
る
こ
と
即
財
産
的
損
害
と
い
え
な
く
は
な
い
。

し

か
し
、
侵
害
さ
れ
る
財
産
上
の
利
益
に
は

一
定
の
財
産
上
の
利
益
も
あ
れ
ば
包
括
的
な
財
産
上
の
利
益
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
前
者
の
場
合
に
は
、
財
産
上
の
利
益
の
取
得
即
財
産
上
の
損
害
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
利
得
即
財
産

上
の
損
害
と
い
う
図
式
が
直
ち
に
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
財
産
上
の
損
害
の
有
無
・
程
度
が
全
体
財
産
と
い
う
観
点
か
ら
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
規
定
の
形
式
だ
け
か
ら
み
で
あ
る
財
産
罪
が
単
純
に
個
別

財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
と
か
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
と
か
は
決
定
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

か
く
し
て
、
利
得

罪
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
場
合
も
あ
り
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利

得
罪
が
す
べ
て
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
も
し
た
が
い
得
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
利
得
罪
は
す
べ
て
個
別
財
産
に

対
す
る
罪
と
す
る
白
梅
に
も
し
た
が
い
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
小
野
清
一
郎
博
士
が
、
「
個
々
の
財
物
を
侵
害
す
る
罪
と



（
初
）

包
括
的
財
産
を
侵
害
す
る
罪
、
即
ち
他
人
の
財
産
状
態
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
罪
と
を
分
つ
こ
と
が
出
来
る
」
と
さ
れ
た
う
え
で
、
二
項

犯
罪
が
後
者
に
属
す
る
と
さ
れ
る
主
張
に
も
し
た
が
い
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

最
後
に
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
も
の
は
、
背
任
罪
と
並
ん
で
二
項
犯
罪
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
見
解
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
見
解
に
与
す
る
論
者
は
、
「
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
は
、
被
害
者
の
個
別
的
財
産
（
包
自
己
ロS
J
1
0
5
0向
。
己
、す
な
わ
ち
、
財

物
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
個
々
の
財
産
権
〈
た
と
え
ば
、
債
権
や
無
体
財
産
権
）
を
侵
害
す
る
犯
罪
を
い
い
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
は
、

被
害
者
の
財
産
状
態
全
体
に
対
し
て
侵
害
が
加
え
ら
れ
、
損
害
を
生
じ
た
場
合
に
成
立
す
る
犯
罪
を
い
う
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、

定
義
自
体
は
正
当
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
二
項
犯
罪
が
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
も
属
し
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
も
属
す
る
と
す

る
点
も
、
先
き
に
検
討
し
た
と
お
り
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

〈
忽
）

問
題
は
、
背
任
罪
に
あ
た
る
場
合
が
す
べ
て
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
通
説
は
、
背
任
罪
は

全
体
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
牧
野
英
一
博
士
は
、
刑
法
各
論
下
巻
七
五
五
頁
で
「
背
任
罪
の
財
産

的
損
害
に
つ
き
、
学
説
と
し
て
は
、
全
財
産
に
就
い
て
評
価
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
木
村
教
授
第
一
六
四
頁
）
、

わ
た
く
し
は
、
そ
の
個
別
的
な
関
係
に
就
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
内
田
文
昭
教
授
は
、
背
任
罪
も
個

別
財
産
に
対
す
る
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
は
、
論
理
必
然
的
に
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と

も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
三
条
（
恐
喝
罪
）
、
二
六
三
条
（
詐
欺
罪
）
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
上
、
『
全
体
と
し
て
の
財
産
』

を
予
定
す
る
も
の
と
し
か
解
し
え
な
い
よ
う
な
立
法
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
と
も
か
く
：
：
：
個
々
の
『
財
物
』
と
個
々
の

『
利
益
』
を
考
え
る
だ
け
で
た
り
る
、
わ
が
現
行
刑
法
の
も
と
で
は
、
こ
と
さ
ら
に
『
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
』
を
唱
え
る
必
要
は
な

（
幻
）

い
で
あ
ろ
う
。
背
任
罪
も
、
も
ち
ろ
ん
『
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
』
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
う
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
背
任
罪
が
個
別
財

161 



産
に
対
す
る
罪
に
も
属
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
内
田
教
授
の
見
解
に
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
一
項
（
詐
欺
）
が
「
自
己
又
は
第
三
者
に
不
法
な
財
産
上
の
利
益
を
得
さ
せ
る
目
的
で
、
虚
偽
の
事
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実
を
仮
構
し
て
真
実
ら
し
く
見
せ
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
真
実
の
事
実
を
歪
曲
し
若
し
く
は
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
り
、
錯
誤
を
起

（
包
）

こ
さ
せ
、
又
は
こ
れ
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
の
財
産
に
損
害
を
加
え
た
者
は
：
：
：
」
と
し
て
、
そ
の
立
法
形
式
は
、
わ

が
国
の
背
任
罪
と
同
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
」
と
い
う
観
念
を
簡
単
に
否
定
し
さ
る
こ
と
は

出
来
な
い
と
思
う
。

し
か
も
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
か
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
の
は
財
産
的
損
害
を
何
に
つ
い
て
い
う
の

か
の
区
別
で
も
あ
る
の
で
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
あ
っ
て
は

一
定
の
財
物
・
財
産
上
の
利
益
が
取
得
さ
れ
る
こ
と
即
財
産
的
損

害
と
な
る
犯
罪
で
あ
る
か
ら
、
財
産
罪
の
成
否
に
あ
た
っ
て
財
産
的
損
害
の
有
無
を
論
ず
る
必
要
の
な
い
犯
罪
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
は
、
財
産
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
財
産
的
損
害
の
有
無
を
財
産
状
態
全
体
か
ら
論
ず
る
必
要
性
の
あ
る

犯
罪
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
内
田
教
授
の
見
解
は
右
に
述
べ
た
両
罪
の
特
徴
を
看
過
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
背
任
罪
は
、
時
以
棄
的
な
場
合
を
も
含
め
て
財
物
を
不
法
に
処
分
し
た
り
、
二
重
抵
当
の
よ
う
に
得
ベ
か
り
し
財
産
的
利

益
を
得
さ
せ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
約
束
手
形
の
裏
書
人
た
る
義
務
を
負
担
さ
せ
る
よ
う
に
受
く
べ
か
ら
ざ
り
し
財
産
的
不
利
益
を
与

え
る
等
の
任
務
違
背
行
為
に
よ
っ
て
「
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
る
と
き
」
と
し
て
、
財
産
的
損
害
を
加
え
た
こ
と
を
背
任
罪

し
か
し
、
そ
れ
は
背
任
罪
が
財
産
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
当
然
の
要
件
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ

の
成
立
要
件
と
し
て
い
る
。

れ
は
背
任
罪
が
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
こ
と
を
示
す
趣
旨
で
は
な
い
と
思
う
。な
ぜ
な
ら
ば
、
個
々
の
財
物
を
不
法
に
処
分
し

た
場
合
の
財
産
的
損
害
は
個
々
の
財
物
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
足
り
る
し
、
ま
た
不
動
産
の
二
重
抵
当
や
電
話
加
入
権
の
二
重
売
買
等
の

財
産
的
損
害
も
個
別
的
に
考
え
て
い
け
ば
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
わ
が
刑
法
に
お
け
る
背
任
罪
は
、
財
産
的
事
務
を
処
理
す

る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
等
も
あ
っ
て
、
背
任
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
が
財
産
状
態
全
体
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な



(mm
) 

い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
背
任
罪
は
「
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
た
る
」
罪
で
あ

る
点
で
言
葉
と
し
て
熟
し
て
い
な
い
が
い
わ
ば
「
財
産
的
加
害
罪
」
あ
る
い
は
「
加
害
罪
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
背
任

罪
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
か
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
に
一
面
的
に
割
り
切
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い

と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
植
松
正
博
士
が
、
再
訂
刑
法
概
論
日
各
論
四
五
八
頁
に
お
い
て
、
「
背
任
罪
は
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
で

あ
り
、
横
領
罪
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
も
多
く
の
場
合
に
妥
当
す
る
区
別
の
基
準
と
は
な
る
が
、

か
な
ら
ず
し
も
正
確
な
区
別
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
両
罪
の
区
別
に
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
む
し
ろ
、
個
別
財
産
の
処
分

に
か
ら
む
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
背
任
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
場
合
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
当
で
あ

る
と
思
う
。

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

以
上
、
何
が
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
り
、
何
が
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
か
を
検
討
し
た
が
、
財
産
罪
を
両
観
念
に
よ
っ
て
基
本
的

に
分
類
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（1
）
こ
こ
で
の
財
産
は
、
基
本
的
に
は
経
済
的
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
刑
罰
を
も
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
財
産
で
あ
る
か
ら
、
侵
害
さ

れ
る
財
産
は
法
的
に
保
護
に
値
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
財
産
罪
の
う
え
で
問
題
と
な
る
も
の
と
し
て
、
禁
制
品
、
不
法
原
因
給
付
と
横
領
罪

と
い
っ
た
も
の
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
き
、
林
幹
人
・
「
財
産
罪
の
保
護
法
益ω
l
同
」
法
学
協
会
雑
誌
九
七
巻
一O
号
、
ご
一
号
、
九
八
巻
二
号
、
四
号
、

一
一
号
参
照
。

（2
）
滝
川
幸
民
・
刑
法
著
作
集
二
巻
所
収
刑
法
各
論
一
三
四
頁
以
下
、
木
村
亀
二
・
前
掲
書
九
九
頁
以
下
、
斎
藤
金
作
・
前
掲
書
二
五
六
頁
以
下
、
滝
川
春
雄

H

竹
内

正
・
刑
法
各
論
講
義
一
四
三
頁
以
下
、
熊
倉
武
・
前
掲
書
三
六
四
頁
以
下
、
宮
内
裕
・
前
掲
書
一
一
O
頁
、
藤
木
英
雄
・
刑
法
講
義
各
論
二
六
九
頁
以
下
、
平
場
安
治

日
森
下
忠
・
判
例
体
系
刑
法
各
論
〔
全
訂
版
〕
三
O
四
頁
以
下
、
相
木
千
秋
・
前
掲
書
四
一
九
頁
以
下
等
。

（3
）
前
掲
一
の
註
（
8

）
掲
記
の
文
献
の
ほ
か
、
宮
2
5

ロ
F
F
可
s
r
タ

g
g
吟
2

宮
・
回
g
s
r
g

『
叶
o
戸
時
冊
目
日ZE
r
o

－
〉
ロ
凶
・
・
5
3

・
m
・
M
G
O同
・

（4
）
団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
各
論
（
増
補
）
四
三
八
頁
、
大
塚
仁
・
刑
法
概
説
（
各
論
）
増
補
二
版
一
四
二
頁
以
下
、
同
・
刑
法
各
論
上
巻
二
七
六
頁
以
下
、
三
九
八

頁
、
五
一
八
頁
以
下
、
同
・
注
解
刑
法
（
増
補
第
二
版
）
一
O
三
三
頁
以
下
、
福
田
平
・
刑
法
各
論
二
三
八
頁
以
下
、
小
野
清
一
郎
・
新
訂
刑
法
講
義
各
論
二
二
五
頁
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以
下
、
青
柳
文
雄
・
刑
法
通
論E
各
論
四
三
七
頁
、
五
一
六
頁
、
吉
川
経
夫
・
刑
法
各
論
一
二

O
頁
以
下
等
。

（5
）
西
原
春
夫
・
犯
罪
各
論
第
二
版
二
O
七
頁
。

（6
）
西
原
春
夫
・
前
掲
書
二
三
三
頁
。

（7

）
滝
川
幸
辰
・
「
背
任
罪
の
本
質
｜
｜
信
義
破
壊
か
権
限
濫
用
か
｜
｜
」
刑
法
著
作
集
第
四
巻
四
六
八
頁
、
同
・
「
横
領
罪
と
背
任
罪
」
同
著
作
集
第
五
巻
四
六

O
頁

以
下
、
向
・
前
掲
著
作
集
第
二
巻
所
収
刑
法
各
論
三
六O
頁
。

（8
）
滝
川
幸
辰
・
前
掲
著
作
集
第
二
巻
所
収
刑
法
各
論
二
二
六
頁
。

（9
）
平
場
安
治
H

森
下
忠
・
前
掲
各
論
三
O
四
頁
。

（
叩
）
牧
野
英
一
・
「
横
領
罪
と
背
任
罪
」
刑
法
研
究
七
巻
四
九
四
頁
等
。

（
日
）
内
田
文
昭
・
前
掲
書
二
四
六
頁
。

（
ロ
）
柏
木
千
秋
・
前
掲
書
五O
七
頁
。

（
臼
）
平
野
龍
一
・
前
掲
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二O
九
号
五
O
頁
、
同
・
前
掲
刑
法
概
説
一
九
九
頁
。

（U
）
平
野
龍
一
・
「
横
領
と
背
任
」
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
各
論
刑
事
法
研
究
第
二
巻

E

三
五
二
頁
。

（
日
）
平
野
龍
一
・
「
横
領
と
背
任
」
前
掲
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
三
五
五
頁
、
前
掲
刑
法
概
説
二
二
五
頁
、
二
三
二
頁
。

（
日
）
青
柳
文
雄
・
前
掲
各
論
四
三
七
頁
。

（
口
）
団
藤
重
光
・
前
掲
綱
要
各
論
四
三
八
頁
、
福
田
平
・
前
掲
書
二
三
八
頁
以
下
、
大
塚
仁
・
前
掲
概
説
（
各
論
）
一
四
二
頁
以
下
、
同
・
前
掲
各
論
上
巻
二
七
六
頁

以
下
、
三
九
八
頁
、
五
一
八
頁
以
下
等
。

（
国
）
中
森
喜
彦
・
「
二
項
犯
罪
」
現
代
刑
法
講
座
第
四
巻
刑
法
各
論
の
諸
問
題
二
九
八
頁
。

（
四
）
日
沖
憲
郎
・
「
背
任
・
詐
欺
」
刑
法
講
座
六
巻
一
九
八
頁
、
平
野
龍
一
・
前
掲
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二

O
九
号
五
二
頁
、
大
谷
実
・
刑
法
講
義
各
論
一
八
九
頁
等
。
な

お
、
木
村
亀
二
博
士
は
、
前
掲
書
九
九
頁
に
お
い
て
、
財
物
以
外
の
個
々
の
財
産
上
の
利
益
に
対
す
る
罪
を
利
益
罪
と
い
う
と
さ
れ
た
う
え
で
、
背
任
罪
は
純
然
た
る

利
益
罪
で
あ
る
と
さ
れ
つ
つ
、
同
著
一
四
八
頁
に
お
い
て
、
背
任
罪
の
財
産
的
損
害
で
い
う
財
産
は
全
財
産
た
る
こ
と
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
加
）
小
野
清
一
郎
・
前
掲
書
二
二
五
頁
以
下
。
同
旨
、
吉
川
経
夫
・
前
掲
書
一
一
一

O
頁
等
。

（
包
）
た
と
え
ば
、
大
塚
仁
・
前
掲
概
説
（
各
論
）
一
四
二
頁
。

（
辺
）
小
野
清
一
郎
・
前
掲
書
二
二
六
頁
、
木
村
亀
二
・
前
掲
書
一
四
八
頁
、
江
家
義
男
・
増
補
刑
法
各
論
三
三
九
頁
、
註
（
凶
）
に
掲
記
し
た
文
献
参
照
．

（
お
）
内
田
文
昭
・
前
掲
書
二
四
六
頁
以
下
。

（
包
）
宮
津
浩
一
訳
・
ド
イ
ツ
刑
法
典
・
法
務
資
料
四
三
九
号
（
一
九
八
二
年
）
に
よ
っ
た
。

（
お
）
滝
川
幸
民
・
前
掲
刑
法
著
作
集
二
巻
所
収
刑
法
各
論
三
六O頁
。

（
お
）
江
家
義
男
・
前
掲
各
論
三
コ
一
九
頁
。
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私

見

私
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。

財
産
罪
、
す
な
わ
ち
財
産
に
対
す
る
罪
と
は
．
財
産
侵
害
行
為
の
禁
圧
を
通
じ
て
財
産
の
保
護
を
目
的
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
財

産
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
何
等
か
の
意
味
で
財
産
上
の
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
文
上
「
財
物
」
と
か
「
物
」
と
か
財
物
の
性
質
に
着
眼
し
て
「
駐
物
」
と
か
「
公
務
所
の
用
に
供
す
る
文
書
」
等
と

か
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

し
た
が
っ
て
、

一
定
の
財
物
に
対
す
る
直
接
的
、
間
接
的
侵
害
と
い
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

財
物
が
客
体
と
な
っ
て
い
る
財
物
罪
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
財
産
的
損
害
、

す
な
わ
ち
財
物
に
対
す
る
使
用
・
収
益
・
処
分
（
民

法
二
O
六
条
参
照
）
の
機
会
の
喪
失
と
い
っ
た
こ
と
等
を
論
ず
る
場
合
に
も
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
足
り
る
犯
罪
で
あ
る
。

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

そ
れ
ゆ
え
に
、
財
物
罪
は
、
構
成
要
件
上

一
定
の
財
物
を
侵
害
す
る
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ま
た
財
産
的
損
害
を
個
々
の

財
産
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
詐
欺
罪

い
わ
ゆ
る
対
価
関
係
に
立
つ
等
の
場
合
に
は
、
財
産
状

態
全
体
か
ら
み
る
と
財
産
的
損
害
が
な
く
、
詐
欺
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
個
別
財
産
に
対
す

（
刑
法
二
四
六
条
一
項
）に
あ
っ
て
失
っ
た
財
産
と
得
た
財
産
と
が
均
衡
す
る
、

る
罪
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
財
物
に
つ
い
て
財
産
的
損
害
を
考
え
れ
ば
足
り
る
の
で
、
対
価
関
係
に
立
つ
場
合
に
も
一
定
の
財
物
を
侵

害
し
た
も
の
と
し
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
肯
定
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
あ
っ
て
は
、
財
産
的
損
害
の

有
無
を
犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
論
ず
る
必
要
が
な
い
と
い
う
特
徴
を
持
つ
と
い
う
点
に
着
眼
す
れ
ば
、
財
産
的
損
害
の
発
生
は
不
要

と
も
い
え
よ
う
（
大
判
大
正
二
年
一
一
月
二
五
日
刑
録
一
九
輯
二
一
九
九
頁
、
大
判
昭
和
一
七
年
二
月
二
日
刑
集
二
一
巻
七
七
頁
）
。
い
ず
れ
に
よ

る
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
財
産
的
損
害
の
程
度
が
量
刑
上
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
具
体
的
な
場
合
に
違
法
性
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が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
「
財
産
上
不
法
ノ
利
益
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
財
産
上
の
利
益
を
取
得
す
る
罪
で
あ
る
の
で
利
得
罪
で
あ
166 

る
が
、
侵
害
さ
れ
る
財
産
上
の
利
益
は
一
定
の
財
産
上
の
利
益
で
あ
る
場
合
も
あ
り
、
包
括
的
な
財
産
上
の
利
益
で
あ
る
場
合
も
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
利
得
罪
に
は
財
産
的
損
害
を
個
々
の
財
産
的
利
益
に
着
服
す
れ
ば
足
り
る
場
合
と
財
産
状
態
全
体
か
ら
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
利
得
罪
は
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る
場
合
も
あ
り
、
全
体
財
産
に
対
す
る

罪
に
属
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
背
任
罪
は
、

一
定
の
目
的
を
も
っ
て
殻
棄
的
な
場
合
を
も
含
め
て
財
物
を
不
法
に
処
分

し
た
り
、
得
ベ
か
り
し
財
産
的
利
益
を
得
さ
せ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
受
く
べ
か
ら
ざ
り
し
財
産
的
不
利
益
を
与
え
る
等
の
任
務
違
背

行
為
に
よ
っ
て
「
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
罪
」
で
あ
る
の
で
、

い
わ
ば
「
財
産
的
加
害
罪
」
あ
る
い
は
「
加
害
罪
」
〈
言
葉
と

し
て
は
熟
し
て
い
な
い
が
）
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が

他
人
の
た
め
の
事
務
が
財
産
的
事
務
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
も
加
わ
っ
て
、
背
任
罪

は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
も
属
し
、
ま
た
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
も
属
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。

そ
こ
で
、
財
産
罪
の
体
系
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
に
基
本
的
に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
よ
う

な
分
類
に
よ
る
財
産
罪
の
体
系
づ
け
を
試
み
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
財
産
罪
を
分
類
す
る
こ
と
は
、
こ
の
両
者
の

観
念
が
犯
罪
の
成
否
を
ど
う
考
え
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
分
類
そ
れ
自
体
と
し
て
は
有
用
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
分
類
基
準
に
よ
っ
て
財
産
罪
を
体
系
づ
け
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
分
類
は
、
犯
罪
の

成
否
を
ど
う
考
え
る
か
を
問
題
と
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
れ
は
い
わ
ば
構
成
要
件
該
当
性
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
基
準
と
す

る
分
類
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
性
が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
基
準
に
し
て
財
産
罪
の
体
系
を
考
え
る
こ
と
は
妥
当

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
、
財
産
罪
の
体
系
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
構
成
要
件
要
素
に
着
服
し
て
分
類
す
る
必
要
が
あ
る



と
思
う
。
し
か
し
、
財
産
罪
を
基
本
的
に
財
物
罪
と
利
益
罪
と
に
分
類
す
る
見
解
、ま
た
財
産
罪
を
基
本
的
に
領
得
罪
と
段
棄
罪
と
に

分
類
す
る
見
解
も
妥
当
で
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。

私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
＠

財
物
罪
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
は
一
定
の
財
物
を
直
接
的
、
間
接
的
に
侵
害
す
る
こ
と
が
法
文
上
予
定
さ
れ
て
い
る
罪
で
あ
る
と
い

う
意
味
で
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
二
項
犯
罪
は
財
産
上
の
利
益
を
取
得
す
る
罪
で
あ

る
か
ら
利
得
罪
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
背
任
罪
は
、一
定
の
目
的
を
も
っ
て
段
棄
的
な
場
合
を
も
含
め
て
財
物
を
不
法
に
処

分
し
、
ま
た
は
得
ベ
か
り
し
財
産
的
利
益
を
得
さ
せ
ず
、
あ
る
い
は
受
く
べ
か
ら
ざ
り
し
財
産
的
不
利
益
を
与
え
る
等
の
任
務
違
背
行

為
に
よ
っ
て
本
人
に
財
産
上
の
損
害
を
加
え
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
背
任
罪
は
、
財
物
罪
で
も
な
い
し
利
益
罪
で
も
な
く
、
「
本
人
に
財

産
上
の
損
害
を
加
え
る
」
と
い
う
構
成
要
件
的
特
徴
に
着
眼
し
て
、
「
財
産
的
加
害
罪
」
あ
る
い
は
「
加
害
罪
」
（
言
葉
と
し
て
熱
し
て
い

財産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

な
い
が
）
と
い
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

財
産
罪
は
、
法
文
上
表
現
さ
れ
て
い
る
構
成
要
件
要
素
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ

か
く
し
て
、

っ
て
、
ま
ず
第
一
に
、
「
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
（
財
物
罪
）
」
、
「
利
益
罪
（
利
得
罪
）
」
お
よ
び
「
財
産
的
加
害
罪
」
の
三
つ
に
区
別
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
財
物
罪
は
、
直
接
財
物
を
侵
害
す
る
罪
と
間
接
的
に
財
物
を
侵
害
す
る
（
領
得
を
継
受
す
る
罪
と
も
い
え
る
）
罪
（
駐
物
罪
）

分
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
直
接
財
物
を
侵
害
す
る
罪
は
、
行
為
の
態
様
に
よ
っ
て
、
領
得
罪
と
段
棄
隠
匿
の
罪
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
駐
物
罪
を
領
得
罪
か
ら
分
離
し
た
の
は
、
鮭
物
罪
に
は
不
法
領
得
の
意
思
が
必
要
で
な
く
、
し
か
も
駐
物
罪
の
法
的
性
格
を
も

考
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
。
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な
お
、
領
得
罪
の
観
念
を
認
め
る
私
見
は
、
領
得
罪
に
は
不
法
領
得
の
意
思
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、

「
権
利
者
を
（
一
時
的
に



し
ろ
完
全
に
）
排
除
し
て
他
人
の
物
を
自
己
の
所
有
物
と
し
て
ブ
そ
の
本
来
の
用
法
に
し
た
が
っ
て
利
用
も
し
く
は
処
分
す
る
の
意
思
」

と
解
し
、
後
段
が
殻
棄
隠
匿
の
罪
と
領
得
罪
と
を
区
別
す
る
機
能
を
果
す
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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さ
ら
に

領
得
罪
は
占
有
を
奪
う
奪
取
罪
と
そ
う
で
な
い
潜
称
罪
（
横
領
罪
）
に
区
別
さ
れ
、
奪
取
罪
は
さ
ら
に
相
手
方
の
意
思
に
反

し
て
占
有
を
奪
う
盗
取
罪
と
相
手
方
の
暇
庇
あ
る
意
思
に
基
づ
く
嬬
取
罪
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
利
益
罪
は
、
い
ず
れ
も
財
産
上
の
利
益
を
取
得
す
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
利
得
罪
で
あ
り
、
そ
の
手
段
に
よ
っ
て
盗

取
的
利
得
罪
と
踊
取
的
利
得
罪
に
分
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
こ
で
財
産
罪
の
体
系
を
図
表
で
示
す
と
、

財
産
罪

「
盗
取
罪
（
窃
盗
罪
、
不
動
産
侵
奪
罪
、
強
盗
罪
）

『
奪
取
罪
｛

『
｝
戸
編
取
罪
（
詐
欺
罪
、
準
詐
欺
罪
、
恐
喝
罪
）

、
「
買
得
罪
｛

F

（
直
接
財
物
を
侵
一

f

｛
潜
称
罪
：
：
（
横
領
罪
）

川
個
別
財
産
に
対
す
）
害
す
る
罪
一
致
棄
隠
匿
の
罪
・
：
：
・
：
：
（
控
棄
問
問
屋
罪
）

る
罪
（
財
物
罪
）
一
間
接
的
に
財
物

一
：
：
－
－

j
i

－
－
：j
i

－
－
：
－j
i

－
－
・
（
旺
物
罪
）

ケ
を
侵
害
す
る
罪

「
盗
取
的
利
得
罪
：
：
：
：
：
：
j
i

－
－
：
：j
i

－
－
・
（
強
盗
罪
）

ω
利
益
罪
l

↓
利
得
罪
｛
；戸
一
編
取
的
利
得
罪
：
：
：
：
・

j
i

－
－
－
：j
i

－
－
：
：
（
詐
欺
罪
、
準
詐
欺
罪
、
恐
喝
罪
）

．
（
背
任
罪
）

(2) 

財

産的
加
霊童

罪

と
な
る
。

（1
）
滝
川
幸
辰
・
前
掲
著
作
集
二
巻
所
収
刑
法
各
論
三
五
三
頁
。

（
2
）
井
田
良
・
「
量
刑
事
情
の
範
囲
と
そ
の
帰
責
原
理
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
（
2
）
」
法
学
研
究
五
五
巻
一
一
号
五
三
頁
、
同
（

4

）
法
学
研
究
五
六
巻
一
号
六
四
頁
、

六
六
頁
参
照
。

（3
）
小
野
清
一
郎
・
前
掲
各
論
二
八
二
頁
は
、
蛙
物
罪
に
つ
い
て
も
不
法
領
得
の
意
思
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。



（4
）
中
谷
理
子
・
「
駐
物
罪
」
刑
法
講
座
六
巻
一
四
五
頁
以
下
等
。

（5
）
同
旨
、
井
上
正
治
H

羽
田
野
忠
文
・
「
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
財
産
犯
の
理
論
」
二
O
頁
、
二
六
頁
等
。

四

お

わ

り

私
は
、
当
初
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
と
い
う
テ

I

マ
で
書
く
予
定
を
し
て
い
た
が
、
紙
幅
の
関
係
が
あ
っ
て
「
財
産
罪
に
お
け

る
背
任
罪
の
位
置
づ
け
」
と
し
て
、
横
領
罪
と
背
任
罪
の
区
別
の
基
礎
作
業
を
本
稿
で
は
試
み
た
。
し
か
し
、
財
産
罪
の
体
系
に
つ
い

て
の
論
文
は
な
く
、
浅
学
の
筆
者
が
刑
法
各
論
解
釈
論
上
の
難
問
題
に
首
を
つ
っ
こ
み
、
貧
し
い
論
考
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
台、

し
、
財
産
罪
規
定
の
構
成
要
件
要
素
に
着
服
し
て
、
背
任
罪
を
財
産
的
加
害
罪
と
し
て
独
立
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
財
産
罪
に
お
け

る
位
置
づ
け
を
一
応
試
み
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
と
思
っ
て
い
る
。た
だ
、
諸
先
学
の
学
説
の
理
解
に
思
わ
ざ
る
誤
解
、
曲
解
の
非
を

樹産罪における背任罪の位置づけ（筑間）

犯
し
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
畏
れ
、
大
方
の
御
寛
恕
を
希
い
つ
つ

一
応
稿
を
閉
じ
る
次
第
で
あ
る
。
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